
レクリエーション用具貸出申請書 

若狭町社会福祉協議会 

           殿 

下記のとおりレクリエーション用具を使用いたしたく申請します。 

令和   年   月   日（  ） 

 住所：若狭町             

 申請者                  

貸出期間 令和  年  月  日（  ）～令和  年  月  日（  ） 

グループ名  

借用責任者  TEL  

貸出用具名  

受付日 令和  年  月  日（  ） 社協受付者  

 

 

返却日 令和  年  月  日（  ） 社協受付者  

 

※申込時は太枠の内容をご記入ください。 

 

留意事項 

・貸出期間については、7 日以内とします(貸出日の翌日から起算する)。 

・若狭町内で活動する区のふれあい行事、ふれあいサロン、老人クラブ等 

 地域福祉活動に取り組んでいるグループ・団体とします。 

・集落区内にない備品を対象とします。 

・汚れた場合は、清掃して返却するものとします。 

・損傷、紛失等があった場合は、申請者が弁償するものとします。 

・定めの無い事項については、別途協議の上決定します。 


